
 

 

「消防庁舎２０か所機械警備業務委託（長期継続契約）仕様書」に対する質問回答書 

委 託 名 消防庁舎２０か所機械警備業務委託（長期継続契約） 

質  問  事  項 回      答 

警備機器等について 

①仕様書６（１）ア「警備設定装置」につい

て 

 警備設定装置の操作運用は、カードや鍵を

必要とするか。又はキーレス運用となるか。 

 

 

 

②仕様書６（１）イ「警備解除措置」につい

て 

 警備設定装置の操作運用は、カードや鍵を

必要とするか。又はキーレス運用となるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①仕様書６（１）アに記載された警備設定装

置については、ＩＣカード等といった警備の

設定・解除のみのために用いる物品や端末（以

下、ＩＣカード等という。）を必要とするもの

ではなく、警備設定ボタンの押下のみで機械

警備が設定できるものとしてください。 

 

②仕様書６（１）イに記載された警備解除装

置については、ＩＣカード等を用いるもので

はなく、テンキー式等の暗証番号入力で機械

警備が解除できるものとしてください。 

 

【理由】 

 災害対応等の都合上、機械警備設定中の庁

舎に他の庁舎から消防隊等が一時的に当該庁

舎へ移動し機械警備を解除することも運用上

想定されるため、ＩＣカード等の持ち出しが

不要で職員が各庁舎の機械警備を設定・解除

できるものとしています。 

 

※ 質問対象は、他の図書（入札説明書）を含むので、質問にあたってはこれらを熟読する

こと。 


